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日時   令和５年７月３日（月）午前９時 55分から  

 

場所   茨城労働局  ２階会議室  

 

出席者  公益代表委員   井 出  晃 哉 

            清 山  玲 

            野 村  貴 広 

            松本  理佳子 

 

    労働者代表委員  大 森  玄 則 

            黒 澤  一 仁 

            小 坂  祐 之 

            宮 下  有 一 

 

    使用者代表委員  遠 藤  隆 光 

            澤 畑  英 史 

            舟 木  健 生 

            水 出  浩 司 

 

    茨城労働局    局 長  澤 口  浩 司 

            労働基準部長  稲 葉  典 行 

            賃 金 室 長  川 野  義 光 

            室 長 補 佐  中 島  孝 紀 

            賃 金 指 導 官  平 戸  直 美 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

議事次第  

（１）会長、同代理の確認について  

（２）茨城地方最低賃金審議会の公開・非公開について  

（  ）及び茨城地方最低賃金審議会の傍聴に関する手続について  

（３）茨城地方最低賃金審議会運営規程について  

（４）茨城県最低賃金の改正決定について（諮問）  

（５）茨城地方最低賃金審議会専門部会の設置について  

（６）今後の日程調整について  

（７）その他  
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中島補佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澤口局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうござい

ます。ただ今から第 62期第一回茨城地方最低賃金審議会を開

催いたします。本日は、都合により、公益代表委員の菅野委

員、労働者代表委員の星野委員、使用者代表委員の柳瀬委員

が欠席となっておりますが、最低賃金審議会令第５条第２項

の規定により委員総数の３分の２以上、又は公・労・使各代

表委員の３分の１以上の必要定数を満たしておりますので、

本審議会が有効に成立していることをご報告申し上げます。  

本日は、令和５年度最初の審議会の開催ですので、審議に

入る前に、茨城労働局澤口局長よりご挨拶申し上げます。  

 

皆さん、おはようございます。改めまして、茨城労働局の

澤口でございます。３月の末に着任いたしました。大変お世

話になりますけれども、よろしくお願い申し上げます。今年

度第一回目の地方最低賃金審議会ということで、大変お忙し

い中、また暑い中、お集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。また、皆様には、労働行政の運営につきまし

て、多大なご理解、ご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。

コロナ禍の状況も落ち着いてきた、最近また感染が増えてき

ているという話を聞きますけれども、ポストコロナという状

況になっておりまして、また、コロナ禍前と比べて状況が変

わってきているかなと思っております。ウクライナ情勢であ

るとか、エネルギー・原材料物価の高騰とか、そういった状

況もありまして、実質賃金がなかなか上がらない、マイナス

が増えているという状況もあります。  

雇用情勢でありますけれども、直近の有効求人倍率の状況

を見ましても、 1.4倍くらいで推移しているということで、

求人が求職を上回っているというような状況が続いておりま

す。現場の状況を聞いても人手不足だということで、なかな

か人材の確保ができないという声も聞かれるところでありま

す。最低賃金につきましては、昨年は委員の皆様には大変ご
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中島補佐  

 

 

 

 

 

苦労をおかけいたしました。真摯な審議をしていただき、過

去最高額 32円の引上げという答申をいただいたところであり

ます。改めまして、皆様のご尽力に感謝を申し上げたいと思

っています。我々としましても、地域の中小、零細事業者を

含めて、賃上げができるようにということで、いろいろな支

援であるとか、環境整備の取組みを我々としても引き続き取

り組んでいきたいと考えているところであります。そして本

年度の最低賃金の審議でありますけれども、今日から開始と

いうことで、大変ご苦労をおかけしますけれども、何卒よろ

しくお願いしたいと思います。先月 16日に骨太の方針が閣議

決定されました。その中で、最低賃金につきましては、今年

は全国加重平均 1,000円を達成することを含めて、最低賃金

審議会でしっかり議論を行う。それから、地域間格差につい

ては、全国のランク数を４つから３つに見直したところであ

り、今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比

率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る、とされたとこ

ろでございます。そして、６月 30日に中央の最低賃金審議会

の方での議論が始まったということでありまして、このよう

なことから、当局におきましても、これからご議論をいただ

くということであります。大変ご苦労をおかけしますけれど

も、何卒よろしくお願いしたいと思います。この暑い時期で

の議論でご苦労をおかけしますが、今年度もよろしくお願い

申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。  

 

続きまして、委員の方をご紹介させていただきます。お手

元に配付しております資料の№１をご覧になっていただきま

して、名簿順にご紹介させていただきます。まずは、公益代

表委員から、井出委員です。菅野委員は本日欠席となってお

ります。続きまして、清山委員です。野村委員です。松本委

員です。労働者代表委員の方をご紹介いたします。大森委員
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委  員  

 

中島補佐  

 

 

 

清山会長  

 

 

です。黒澤委員です。小坂委員です。星野委員は欠席となっ

ております。続きまして、宮下委員です。使用者代表委員の

方をご紹介させていただきます。遠藤委員です。澤畑委員で

す。舟木委員です。水出委員です。柳瀬委員は、本日欠席と

なっております。続きまして、茨城労働局事務局の紹介をさ

せていただきます。稲葉労働基準部長です。川野賃金室長で

す。平戸賃金指導官です。私、賃金室長補佐の中島です。ど

うぞよろしくお願いいたします。  

これより議題に入らせていただきますが、本来なら会長が

議事進行するところですが、委員の皆様方の任期最初の審議

会のため、会長及び会長代理が選任されておりませんので、

選出されるまでの間、事務局で進行を務めさせていただきま

す。  

それでは議題（１）につきまして、会長及び会長代理の選

出を行いたいと思いますが、会長及び会長代理の選出にあた

りましては、最低賃金法第 24条第２項及び第４項の規定によ

り、公益代表委員から選出することになっております。審議

会開催の前に、公益代表委員の打合せを行い、互選により候

補者が選出されておりますので、ご報告申し上げます。会長

候補者として清山委員、会長代理候補者として井出委員の名

前が挙がっております。皆様、いかがでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

それでは、ご確認いただきましたので、これからの議事進

行につきましては、清山会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。  

 

皆様、こんにちは。また始まってしまった、という感じで

はないかと思います。会長を務めさせていただきます清山で

す。昨年度の審議につきましては、 32円という大幅な引上げ
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につきまして、皆様の真摯なご審議の下で結審することがで

きました。ありがとうございました。今年も今、局長から話

があったとおり、中央最低賃金審議会の方で、基本的には首

相マターでもあるような感じで、かなり厳しい審議がなされ

るのかなと思っています。それを受けた上で、地方はどうい

う審議をしていくかということになるのですけれども、基本

的に今もう企業側では、原材料価格とかその他輸入資材等が

上がって大変だという部分もあるということももちろんです

し、また、人の確保がかなりタイトになって大変だというこ

とがあります。人手についていえば、県内の中小零細企業だ

けでなく、大手企業でも同じ状況です。飲食でも、小売で

も、人が来てくれないということを聞いていますけれど、製

造業のところで、人が欲しいのだけれど採れていないという

声を、この間見学に行ったところだけじゃなく、たぶん皆さ

んも様々なところで聞いていらっしゃると思います。そうい

う意味では本当に厳しい時代だなと思います。景況は、回復

しているところは相当あると思いますけれども、そういうと

ころでも別の課題が出ていますし、また、別のかえって厳し

い問題もあるのかなと思ったりもします。また、生計費とい

う観点で言うと、やっぱり物価が相当上がっています。スー

パーとかいろいろなところに行きますと、いろいろなものが

全て高く見えてしまう。消費者目線でお買い物に行ったとき

にもの皆高く見えますね。ほとんどの人たちがそう見えてい

ると思いますが、今日の新聞か何かでも、食料品と日用品の

価格が実際に相当上がっていると出ていました。この夏はた

ぶん電気代のことも心配になっている人たちも結構いるとい

うことで、労使双方厳しい目線で審議がなされるのと思いま

す。それは当然のことかと思いますが、岸田総理大臣が、今

年は最低賃金の全国加重平均 1,000円を達成することを含め

最低賃金審議会で明確な根拠の下しっかり議論いただきた

い、と述べていますので、中賃で出てきた審議の方針をある
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川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程度尊重しながら、茨城地方の状況を踏まえながら皆さんと

しっかり審議していきたいと思います。是非ご協力賜ります

ようよろしくお願いいたします。  

それでは、事務局から議題（２）の茨城地方最低賃金審議

会の公開又は非公開及び茨城地方最低賃金審議会の傍聴に関

する手続について説明をお願いいたします。  

 

本来であれば、ただ今から説明いたします、議題（２）の

審議会の公開又は非公開、傍聴に関する手続きの説明の前

に、審議会の運営規程（案）について先に説明し、審議をい

ただくところですが、昨年と同様に本日の第一回審議会は、

公開となっております。その点を踏まえまして、傍聴人の入

場の前に、審議会の公開・非公開、傍聴に関する手続きにつ

いてご審議をいただきたく、運営規程（案）の前の議題とさ

せていただいたことをご了承ください。  

それでは、私から、審議会の公開又は非公開の決定に関す

る手続き（案）、傍聴に関する事務処理手続き（案）につい

てご説明いたします。お手元の資料№３、５ページから６ペ

ージ及び資料№４、７ページをご覧ください。  

ただ今、申し上げましたように、運営規程（案）について

は、このあと議題（３）において審議をいただくことになり

ますが、過去、その年の運営規程に基づきまして本審は原則

公開ではありますが、従前から本審の採決や専門部会の金額

審議については、非公開としておりました。審議会、議事録

の公開・非公開につきましては、会議の透明性を確保する観

点から、ここ数年、会長、労使代表と協議をさせていただい

ている状況です。昨年、会長との打合せの際、事務局に対

し、審議会の公開・非公開において、労使の皆様は、現在、

非公開としている部分を公開することによってどのようなリ

スクがあるのか、どのような影響があるのか、などの不安要

素があるのではないかと思う、とのお考えで、本審におい
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て、非公開又は一部非公開から全部公開となった県があれ

ば、その経緯、公開としてどうであったかなど確認していた

だきたい、との指示があり、昨年 12月に全国に照会し、情報

収集を行いました。それから、特賃の必要性審議に係る参考

人意見陳述は、企業の経営状況等の意見聴取もあるので、使

用者側の参考人の人選が困難になると考えられることから、

この部分は使用者側への配慮も必要であり、本審を全部公開

している局から意見聴取の内容、選定する経営者の幅などを

確認してはどうか、とのご意見もありました。本審を全部公

開している局に確認した結果につきましては昨年度の第九回

審議会において説明したところです。そして、その段階にお

きまして、公開の流れは進むということは推測されるもの

の、中賃の公開に係る全員協議会の結果報告がまだ出ていな

いため、結果報告がまとまってから審議するということにな

っておりました。今回、本年４月に開催されました中央最低

賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会報告にお

いて、議論の透明性の確保と率直な意見交換を阻害しないと

いう２つの観点を踏まえて、公労使三者が集まって議論を行

う部分については、公開することが適当との結論に至ったと

されております。そのため中賃は、今年度から目安小委員会

において、公労使三者が集まって議論を行う部分についは公

開、要は傍聴を可能とする、という対応を行う予定です。こ

のような状況を踏まえまして、当局でも５月に労使の代表と

打合せの上、意見集約、検討をお願いしましたところ、本審

の金額審議に係る採決に至っては労使とも公開しても問題な

いとの意見をいただきましたが、本審の参考人意見陳述につ

いては、使側としては自社の経営状況等に触れオープンにな

るので非公開が望ましいとの意見であり、労側としては問題

はないが使側の判断に委ねたい、とのことでした。専門部会

につきましては、第２次金額提示以降は提示額の理由等の説

明が必要となり、現行のままでは傍聴人から不信感を持たれ
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清山会長  

 

 

 

 

大森委員  

 

 

 

 

 

清山会長  

 

 

澤畑委員  

 

る、率直な意見の交換などが損なわれるおそれがある、など

労使とも非公開との意見でした。そして、本年度は、他県の

状況の様子見、情報収集し判断すべきとの意見をいただき、

その結果を清山会長にお伝えしたところです。  

机上に参考のため配布させていただいた資料ですが、非公

開：参考資料１というものをお配りしています。この資料に

つきましては、３月の第九回審議会で配布したもので、赤字

が茨城では非公開という状況になっております。ちなみに、

参考としまして、これから審議会で審議が行われるというこ

とで確定したものではありませんが、他県の事前情報です

が、本年度の専門部会の公開・非公開予定について、未定が

４県、非公開が５県、公開が１県、一部公開が 30県というこ

とのようです。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。  

 

ありがとうございました。それでは、ただ今の川野賃金室

長のご説明に、それぞれ労使の方から補足も含めてご意見を

賜りたいと思います。まず労働者側の方から、いかがでしょ

うか。  

 

はい、ただ今室長からの報告にありましたように、採決の

部分については問題ないと思いますが、金額審議等について

は、もう少し他県の状況とか公開することによっての影響と

かを見極めてから公開とした方が良いと思いますので、金額

審議については現行どおりお願いできればと思います。  

 

ありがとうございます。それでは、使用者側いかがでしょ

うか。  

 

はい。使用者側も同じ意見で大丈夫だと思います。  
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清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

それでは、運営規程の審議はこの後になりますが、第６条

で、審議会は、原則公開となっています。しかし、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体

の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがある場合は、非公開の取り扱いをしています。  

先ほど説明があった全員協議会報告も踏まえますと、原則

公開の方向なので公開をしなくてはならないとは思います

が、労使ともに一致していますので、まず本審については、

これまで採決の部分は非公開だったわけですけれども、第三

回と第七回の採決部分も公開とし、第三回と第七回は一部で

はなくて全公開としてはいかがかと思います。それから、労

側からも考慮したいということが出たと思うのですけれど

も、使用者側は参考人としてお話してくださる適切な方を選

んでご協力のお願いをしてくださっているかと思います。そ

の方々の個人情報等が表に出ることによって、適切な方の選

定であるとか情報の提供や意見交換など審議にちょっと支障

が出かねないというご懸念をお持ちです。この懸念はもっと

もなことだと思いますので、例年どおりこの部分は非公開と

いうことでよろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

あと、専門部会に関してなのですけれど、先ほど賃金室長

からご説明があったとおりなのですけれど、今現在、未定と

全く公開しないのが９県で、 30県が一部公開なのです。一

応、今回どうかということをお聞きするのとともに、今回非

公開でも来期のために情報の提供をしたいと思います。私も

少しいろいろなところから話を聞いたのですけれど、一部公

開と言っても相当開きがあるようです。例えば皆さんが専門

部会で最初に、この審議にどのように臨むかという基本的な
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大森委員  

 

清山会長  

 

澤畑委員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

川野室長  

 

スタンスをお話になりますよね。この部分だけを傍聴人を入

れて、公開しても一部公開なのです。ですので、もしかした

ら、労使ともにそのことについては全国レベルでもかなり発

信していらっしゃいますし、おそらく地方レベルでもそれぞ

れの組織の中でとか、いろいろな形で公表されている部分か

と思います。公開が金額提示の前のところまででも構わない

としたら、そこの公開というのはあり得るのではないか、そ

こまでは支障がないのではないかと思っているところです。

今日急に出てきてもちょっと困るよということもおありかも

しれませんので、この件について、特に無理をする気は私の

方ではありませんが、いかがでしょうかということを投げか

けたいと思います。全国的にはかなり公開の方向に、一部な

りとも公開の方向にということが出ていますので、一応お伺

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。では、大森委員

から。  

 

考え方のところであれば、問題ないと思います。  

 

ありがとうございます。澤畑委員、いかがでしょうか。  

 

そうですね、考え方のところは大丈夫かなと思いますが。  

 

ありがとうございます。私もずっと、公開と言っても、審

議に影響が出るようだと困るので、今年無理したくないなと

思っていろいろ聞いてみたらそういうことでした。事務局で

も、それでも一部公開になるということでしたので、そうい

うことであれば、その部分のみ一部公開ということにしたい

と思います。  

 

会長、よろしいでしょうか。  
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清山会長  

 

川野室長  

 

 

 

 

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

大森委員  

 

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

大森委員  

 

 

はい、どうぞ。  

 

一回目の専門部会ですが、例年最初に部会長を選任したり

労使の考え方を主張していただいたりするようになるのです

けれども、金額提示まで行っているのではないかと思うので

すが、そこまでやるのか、その前までで終わりにするのかど

うしますか。  

 

先ほどちょっとお伝えしたと思うのですけれども、金額提

示は、今回はどうなのかなと思って、もちろん皆さんが金額

提示も公開していいよということであれば、そうしてもいい

のですけれど、そこまで言うと踏み込みすぎかなと思って、

先ほどの提案は、その前の段階で止めてあったのですけれ

ど、いかがですか。無理はされなくてもいいし、それは最初

のスタンスだからいいよということであれば、止める必要は

ないということです。いかがですか。  

 

今の話は、次の本審の最初の時の考え方ではなくて、専門

部会の最初ですか。  

 

専門部会の方です。専門部会が基本的に全部非公開になっ

ていますが、全国的には 30県でこれを一部公開にしていま

す。そこで、最初の考え方を公開するということについて了

解いただいたのかなと思っています。金額提示までは考えて

いませんでしたけれども、どうされますかと今もう一回聞か

れたので、一応確認だけ取りたいです。もちろん、公開を止

めるわけではありません。  

 

今までは一回目の専門部会で、金額提示を出していたのを

その前の段階で退出してもらうということですか。  

 



 

13 

 

清山会長  

 

 

 

 

 

澤畑委員  

 

大森委員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

清山会長  

 

 

 

清山会長  

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

そうです。だから、その前の段階で退出してもらってもい

いし、その後残ってもらっても、それは労使のお考えによっ

て一致するところでやりたいと思います。労使の片方でも、

ノーだということであれば、無理しないで今年は公開しない

ということでいきたいと思います。いかがでしょうか。  

 

使用者側の方は、考え方のみでお願いします。  

 

考え方だけでいいと思います。  

 

私も今回、それで妥当ではないかと思いますの 。それで

は、金額審議の前の段階で、基本的なスタンスを労使でお話

しいただき、傍聴人の方には、そこまで入ってもらって、そ

のあとは退出していただくということにしたいと思います。

ありがとうございます。  

 

それではここで、傍聴人の方に入室していただきます。  

 

（傍聴人会場へ入室）  

 

それでは、議題（３）の運営規程について、事務局の方か

ら説明をお願いいたします。  

 

運営規程（案）について、ご説明いたします。運営規程

（案）につきましては、昨年度と同じで変更箇所はありませ

ん。本年度、今期から委員になられた方もいらっしゃいます

が、時間の関係から、要点のみ説明させていただきます。お

手元の配付資料№２、２から４ページをご覧ください。お示

ししている運営規程（案）は、文字どおり審議会の議事運営

に関して定めたものです。第１条は、この規程は、法令であ

る最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必
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清山会長  

 

 

 

 

 

委  員  

 

清山会長  

 

 

 

要な事項を定めるもの、という規程の目的です。第２条は、

会議の招集等についての規程です。第３条は、小委員会等の

設定についての規程です。第４条は、欠席についての規程

で、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、

会長に通知するとなっておりますが、事務的には、従来どお

り、事務局の方にご連絡いただければと思います。第５条

は、会議における発言など、議事進行のルールです。第６条

は、先ほど審議いただきました審議会にかかる公開又は非公

開についての規程です。第７条は、会議の議事録についての

規程で、第１項は、議事録の作成についてですが、会長及び

会長が指名した委員２人がその内容を確認するというもので

す。第２項は、議事録と資料は公開するという定めですが、

審議会の公開と同じ理由によって、非公開とすることができ

るという規程です。第３項は、非公開の場合には、議事録に

代わる議事要旨を作成し公開する、としております。第８条

以降につきましては、割愛させていただきます。最後に、附

則としまして、施行日が記載されることになっておりますの

でよろしくお願いいたします。以上です。  

 

はい、ありがとうございました。議事録の確認につきまし

て、会長及び会長が指名した委員２人がその内容を確認する

こと、となっていますが、労使双方の委員から１名ずつとい

うことで、労働者側委員は大森委員、使用者側委員は澤畑委

員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

ありがとうございます。それでは、原案どおり決定したい

と思います。よろしくお願いいたします。  

次に、最後の附則の施行期日ですが、本日からの施行です

ので令和５年７月３日と入れていただきまして、（案）を削
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委  員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

清山会長  

 

平戸指導官  

 

清山会長  

 

 

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

除してください。  

 

（了承の声）  

 

続きまして、運営規程第４条に、最低賃金審議会に出席で

きないときは会長に通知しなければならないと書いてありま

すが、ここは、従来から事務局に連絡をしていただいており

ますので、そのようにお願いします。  

続きまして、議題（４）の茨城県最低賃金の改正決定につ

いての局長からの諮問がございます。  

 

（局長から会長あて諮問文の手交）  

 

事務局より諮問文の朗読をお願いします。  

 

（諮問文の朗読）  

 

それでは、ただ今局長より諮問をいただきましたので、委

員の皆様、審議の程どうぞよろしくお願いいたします。な

お、諮問に関する説明が事務局からございます。よろしくお

願いします。  

 

ご説明いたします。まず始めに、中央最低賃金審議会につ

いてですが、６月 30日に第一回本審が開催され、厚生労働大

臣から、令和５年度の地域別最低賃金額改正の目安につい

て、調査審議を求める旨の諮問がなされました。また、６月

30日の本審での諮問に引き続き、第１回目安小委員会が開催

されております。その後、７月 12日、 20日、 26日、予備日が

28日と小委員会を重ねまして、７月 28日金曜日か 31日月曜日

に開催予定の本審において目安額の答申がなされる予定とな

っております。中賃に諮問された諮問文は、本年６月 16日に
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清山会長  

 

 

全委員  

 

清山会長  

閣議決定された骨太の方針 2023等に配意した調査審議を求め

ております。  

ここで、資料№ 24の後の参考資料①になります。骨太の方

針と新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画の最賃

に関する部分のみ抜粋してお配りしていますので、ご覧くだ

さい。１枚めくっていただき、赤で囲った下から 12行目にな

りますが、読み上げます。最低賃金については、昨年は過去

最高の引上げ額となったが、今年は全国加重平均 1,000円を

達成することを含めて、公労使三者構成の最低賃金審議会

で、しっかり議論を行う。また、地域間格差に関しては、最

低賃金の目安額を示すランク数を４つから３つに見直したと

ころであり、今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最

低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。今夏

以 降 は 、 1,000円 達 成 後 の 最 低 賃 金 引 上 げ の 方 針 に つ い て

も、新しい資本主義実現会議で議論を行う、と記載がありま

す。本日の諮問につきましては、ウクライナ情勢の長期化に

よるエネルギー・原材料物価高騰など経済への影響などがあ

りますが、政府方針、労働者の賃金、物価水準等の動向に対

し、その実効性を確保する観点から、県内外の経済情勢や各

種指標、春闘の状況等も踏まえ、また、中賃において、目安

額の諮問が行われたことを考慮いたしまして、本年の茨城県

最低賃金額の改正の調査審議が必要との判断に至り、局長か

らの諮問とさせていただきました。何卒、ご理解の上、ご審

議をよろしくお願いいたします。  

 

はい。それでは、ただ今の諮問に関する説明につきまし

て、何かご質問等はございますか。  

 

（質問等なし）  

 

よろしいでしょうか。それでは続きまして、資料の説明を
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平戸指導官  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局にお願いしたいと思います。  

 

それでは私から、資料№５から 20まで説明させていただき

ます。まず、 11ページをご覧になってください。資料№５と

なります。これは、内閣府が発表している月例経済報告、令

和５年６月発表分となりますが、総論は、景気は、緩やかに

回復している、とされています。 12ページをご覧いただく

と、先月５月月例からの主要変更点が記載されております

が、主要点として、個人消費、設備投資は先月に引き続き、

持ち直している、とされており、住宅建設以降についても先

月判断とほぼ同様となっています。この中で企業収益につい

ては、総じてみれば緩やかに改善している、雇用情勢につい

ては、このところ改善の動きがみられる、とされています。

その反面、国内企業物価については、このところ緩やかに下

落している、とされています。先行きについては、雇用・所

得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな

回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引き締

め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しす

るリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変

動等の影響に十分注意する必要がある、との見通しがなされ

ています。  

続いて 21ページ、資料№６をご覧ください。これは、令和

５年５月 31日付け内閣府政策統括官による地域経済動向令和

５年６月発表分になりますが、次の 23ページの景況判断が、

北関東地域については前回の令和５年３月に比べ、一部に弱

さがみられるものの、緩やかに持ち直している、でしたが、

今回は、緩やかに回復している、とされております。 25ペー

ジの各地域の景況判断と主要変更点を確認すると、鉱工業生

産について、持ち直しの動きに足踏みがみられる、から、持

ち直しの動きがみられる、個人消費については、緩やかに持

ち直している、から、持ち直している、と上方に変更されて
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います。  

続きまして、 34ページ、資料№７をご覧ください。これ

は、日本銀行水戸事務所が令和５年６月７日に発表した茨城

県金融経済概況ですが、この要旨として、県内景気は既往の

資源高や、海外経済減速の影響などを受けつつも、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、基調としては持ち

直している、とされています。  

続きまして、 46ページ、資料№８をご覧ください。これ

は、令和５年４月３日付け日本銀行水戸事務所が発表した

2023年３月企業短期経済観測調査結果（茨城県）、いわゆる

短観と呼ばれる資料ですが、この総論としては全産業で業況

判断指数Ｄ．Ｉ、ディフュージョン・インデックスについて

は、製造業、非製造業ともに悪化し、全産業では良い超幅が

縮小したとされています。先行きの予測でも製造業、非製造

業ともに悪化し、全産業では悪い超に転化すると見込まれて

います。  

続きまして 50ページ、資料№９になります。これは、令和

５年４月に水戸財務事務所が発表した茨城県の経済情勢報告

になります。この中の総括判断としては、前回令和５年１月

に対し、緩やかに持ち直している、とされています。  

次の 60ページ、資料№ 10、全国中小企業動向調査結果、 86

ページの資料№ 11、中小企業景況調査 2023年５月要約版、 90

ページ、資料№ 12、中小企業動向トピックス、これらはそれ

ぞれ日本金融政策公庫から公表されている資料となります。

これも昨年同様、審議会において中小企業の状況がわかるよ

うな資料があれば良いといった意見をいただいていたことか

ら全国版ではありますが本年も資料とさせていただきまし

た。この中で、景況等につきましては 61ページの全国中小企

業動向調査結果によると、小企業については、小企業の景況

は、厳しい状況にあるものの、持ち直しの動きがみられる、

中小企業の景況については、中小企業の景況は一部に動きが
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あるものの、持ち直しの動きがみられる、とされています。  

続きまして 94ページ、資料№ 13につきましては、県統計課

から公表されております茨城県の経済動向になります。令和

４年 10月から 12月にかけての経済指標データとなっていま

す。各種調査結果等を踏まえた動向は、 109ページに参考に

示されているようです。  

続いて 110ページへ進んでいきますと、数値が細かくなっ

ていますが資料№ 14、茨城県各種指標、次 111ページが資料

№ 15、全国各種指標となります。これは、当賃金室で各関係

機関が発表している各種データを一覧表に取りまとめたもの

になっております。まず、 110ページの茨城県各種指標の数

値では、左から２列目鉱工業生産につきましては、前期比や

や下降が続いています。その右隣に進んで、倒産件数につい

て、昨年は増加の傾向がみられましたが、本年もやや同じよ

うな傾向となっています。その２列右へ移って、消費者物価

については前年比上昇しています。さらに右列に進んでいた

だいて、毎月勤労統計における、現金給与総額、きまって支

給する給与額については同じような傾向がみられています。  

次に、 111ページの全国各種指標のうち、一番左に国内総

生産の推移がありますが、直近の数値では前年比を上回って

います。  

続きまして、 112ページ資料№ 16となります。これは、日

本経済団体連合会発表の 2023春季労使交渉・業種別回答一覧

です。大手は総平均が 3.91％、次ページの中小では総平均

2.94％アップした結果となっております。  

続きまして、 114ページからになりますが、資料№ 17とな

ります。こちらは、日本労働組合総連合会が令和５年６月５

日に発表した 2023春季生活闘争第６回回答集計結果になりま

す。この回答につきましては平均賃金方式というものになり

ま す が 、 回 答 額 賃 上 げ 計 が 昨 年 は 6,049円 、 2.09％ に 対 し

10,807円、 3.66％となっており、 300人未満の中小企業では
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川野室長  

 

 

 

 

 

 

昨年は 4,857円、 1.97％であ るのに 対し 、 8,328円、 3.36％

と、昨年より大幅に上回っています。非正規労働者の賃上げ

につきましても、昨年の時給が 22.15円、月給 3,737円に対し

本年は時給 39.53円、月給 6,703円となっております。  

次、 119ページからの最低賃金引上げの影響及び中小企業

の賃上げに関する調査につきましては、日本・東京商工会議

所が公表した資料であり、中小企業の最低賃金の改定に伴う

様々な効果、影響等について調査した結果となっておりま

す。  

次の 146ページ、これは茨城労働局で発表している県内の

雇用情勢の概況になります。こちらにつきましては先週金曜

30日に本日令和５年５月分が公表されましたので、資料とは

別に配付させていただいております。添付しました資料の４

月分に対し５月分では、有効求人倍率が 1.39倍となり、４月

より 0.02ポイント下回りました。全国では 19番目となりま

す。基調判断としては、県内の雇用情勢は、求人が求職を上

回って推移しているものの、改善の動きが弱まっている。引

き続き、物価上昇等が雇用に与える影響を注視していく必要

がある、とされています。  

続いて、 162ページへ進んでいただきますと、資料№ 20に

なります。これは、昨年の地域別最低賃金の改定状況を一覧

表にまとめたものです。昨年の結果ということでお知らせし

ます。以上で、私からの説明は終了させていただきます。  

 

続きまして、私の方から賃上げに伴う支援事業について、

説明させていただきます。資料については、この資料とは別

にあります参考資料になります。  

まず、参考資料③令和５年度業務改善助成金のご案内をご

覧ください。業務改善助成金につきましては、皆様ご承知の

とおり、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の引上

げを図る中小企業、小規模事業者を支援する助成金です。ま
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た、業務改善助成金については、昨年度、中賃の答申を踏ま

え、昨年９月１日以降、拡充を行ったこともありまして、本

年 ３ 月 末 で 、 通 常 コ ー ス と 特 例 コ ー ス と 合 わ せ 、 全 国 で

7,205件、茨城局でも 144件という件数の申請となっておりま

す。また、当初、本年１月 31日までとしていた通常コースの

申請期限の延長を重ねまして、令和５年度においても、令和

４年度中に拡充した内容を引き続き措置し、令和６年１月 31

日まで申請期限が延長されております。さらに業務改善助成

金につきましては、昨年度の大幅な最賃の改定に伴い、最賃

の答申においても、中小企業・小規模事業者への支援策を付

帯事項として決議を受けたこともありまして、業務改善助成

金については、引き続き、労働局を挙げまして、積極的な活

用勧奨の周知に取り組んでいるところです。委員の皆様も、

関係者へのご案内の機会等がございましたら、よろしくお願

いいたします。  

続きまして、参考資料④のキャリアアップ助成金のご案内

のリーフレットをご覧ください。キャリアアップ助成金につ

いては、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など、

非正規雇用労働者の処遇改善を推進するとともに、企業内で

の正社員化などのキャリアアップを促進するための助成金で

す。茨城局では、ここ数年は、年間 700から 800台の申請件数

を受理しておりますが、一昨年度は 794件の申請、昨年度は

830件の申請と聞いております。  

次に、参考資料⑤の働き方改革関連法に伴う、働き方改革

に関係する全般的な支援を行います、茨城働き方改革推進支

援センターのリーフレットです。当センターは、長時間労働

の是正、同一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引

上げ、人手不足の緩和など、企業の皆様からの電話相談のほ

か、専門家訪問による助言・提案、各種セミナーへの講師派

遣などに無料で対応しております。厳しい経営状況の中、特

に大きな打撃を受けている中小企業・小規模事業者に対する
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支援の相談等にご活用いただき、委員の皆様も関係者へのご

案内の機会がございましたら、よろしくお願いいたします。  

その他、参考資料⑥として、茨城県のホームページに掲載

されております中小企業・小規模企業支援施策活用ガイドブ

ックの目次を抜粋し添付いたしましたので、参考にしていた

だければと思います。  

また、参考資料⑦として、厚生労働省と中小企業庁の連名

で作成されております、最低賃金・賃金引上げに向けた中小

企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアルも添付させ

ていただきましたので参考にしていただければと思います。  

続きまして、関係団体等から、これまでに出ている要請

書、意見書、声明文をご報告させていただきます。  

本年３月 10日に開催いたしました、昨年度の第九回審議会

開催以降、審議会、審議会会長、局長あてに１つの要請書、

２つの意見書と１つの声明文が提出されております。時間の

都合上、要旨、要望事項のみの説明とさせていただきます。  

１つ目は、資料№ 21、 163ページになります。３月 25日付

けで、茨城労働局長あてに茨城ユニオン様から、最低賃金の

再改定を茨城最低賃金審議会に諮問することを求める要請書

が提出されております。要旨としましては、 10月と言わず一

刻も早く物価高騰を上回る最低賃金の改定を行うこと。最低

賃金 1,500円を早期に目指すこと。全国一律最低賃金制度に

向けた制度改正を行うこと。全ての最低賃金審議会を完全公

開すること。  

２つ目は、資料№ 22、 165ページになります。３月 17日付

けで、審議会会長あてに、筑西市議会議長様から、最低賃金

の大幅引上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書が提出

されております。要旨としましては、請願項目にありますよ

うに、全国一律最低賃金制度を確立し、地域間格差を縮小さ

せるための施策を進めること。ワーキングプアをなくすた

め、最低賃金を即時時給 1,000円以上に引上げ、時給 1,500円
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清山会長  

 

 

 

 

をめざすこと。最低賃金の引上げとセットに税や社会保険料

の事業主負担の軽減など中小企業への具体的経済支援策を拡

充すること。  

３つ目は、資料№ 23、 167ページをご覧ください。３月 22

日付けで、審議会会長あてに、城里町議会議長様から、最低

賃金の大幅引上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書が

提出されております。要旨としましては、筑西市議会議長様

からの請願項目と全く同じです。  

４つ目は、資料№ 24、 168から 169ページをご覧ください。

茨城県弁護士会会長様から審議会あてに、最低賃金額の大幅

な引上げを求めるとした会長声明が６月 12日付けで提出され

ております。要旨としましては、最低賃金の地域間格差が依

然として大きいことも重大な問題である。労働者の生計費

は、最近の調査によれば、都市部と地方の間で、ほとんど差

がないと分析されていることから、全国一律最低賃金制度に

ついても積極的に検討すべきである。現在、国が実施してい

る最低賃金引上げに伴い影響を受ける中小企業への支援策で

ある、業務改善助成金制度は、支援は未だ十分なものとは言

い難く、我が国の経済を支えている中小企業が、最低賃金を

引上げても円滑に企業運営が行えるように、社会保険料の事

業主負担部分を免除・軽減する等の十分な支援策を講じるこ

とが必要である。地域経済の健全な発展と労働者の健康で文

化的な生活の確保のために、中央最低賃金審議会、茨城地方

最低賃金審議会において、最低賃金額の大幅な引上げを図る

ことを求める、というものです。以上です。  

 

ありがとうございました。それではここまでの資料につき

まして、何かご質問・ご意見等はございますか。たくさんの

資料を一気に渡されて、皆さん大変だと思います。お持ち帰

りになりまして、今年の特徴について把握していただきたい

と思います。よろしいでしょうか。  
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全委員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清山会長  

 

 

 

 

 

（意見・質問等なし）  

 

大変だと思いますけれども、しっかり読ませていただきた

いと思います。それでは、配付資料についての質疑は終了と

します。続きまして、茨城地方最低賃金審議会専門部会の設

置についての議題に入りたいと思います。事務局から説明を

お願いします。  

 

ご説明いたします。最低賃金法第 25条２項により、最低賃

金審議会は、最低賃金の決定、または、その改正の決定につ

いて調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければ

ならない、と定められております。専門部会は、労働者代表

委員、使用者代表委員、公益代表委員各同数で、９人以内と

されており、局長が任命いたしますが、例年、公労使各３名

の委員を任命させていただいております。労働者代表委員、

使用者代表委員につきましては、本日これから候補者推薦の

公示をいたします。推薦期間については、７月 18日火曜日ま

での予定といたしますので、労使の団体からの推薦をよろし

くお願いいたします。なお、公益代表委員は、局長が任命さ

せていただきます。また、最低賃金審議会令第６条５項で、

審議会は、あらかじめ議決するところにより、最低賃金専門

部会の決議をもって審議会の決議とすることができる、と規

定されております。この規程の適用につきまして、ご審議を

よろしくお願いいたします。以上です。  

 

それでは、最低賃金の決定については、従来から専門部会

の決議をもちまして本審の決議とする最低賃金審議会令第６

条第５項は適用せずに、本審において決めていましたが、例

年どおりでよろしいでしょうか。  
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清山会長  

 

 

 

 

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例年どおりの声）  

 

ありがとうございます。特にご意見がなければ、最低賃金

審議会令第６条第５項は適用せず、本審にて決定するという

ことにしたいと思います。続きまして、議題（６）の今後の

審議日程についてお諮りしたいと思います。審議会の日程に

ついてはあらかじめ調整していただいていると思いますの

で、この提案について事務局で説明してください。  

 

委員の皆様方には、開催日程の調整当たり、大変お忙しい

中、ありがとうございました。既に委員の皆様には、審議会

開催予定の通知は差し上げておりますが、本日、資料とは別

に、参考資料⑧としてお手元に、開催予定表を配付させてい

ただきましたので、ご覧いただきたいと思います。開催日程

につきましては、例年どおりの 10月１日の効力発生を想定し

まして、委員の皆様のご都合と定足数を念頭に置いて、出席

人数の多い日で日程を組ませていただいていることにご理解

をいただきたいと思います。中賃における目安の答申予定が

７月 28日か 31日、もしかすると昨年同様に８月にずれ込むと

いうことも考えられますが、皆様の日程調整の結果、目安伝

達のための第二回本審を８月２日水曜日 10時から開催したい

と思っております。そして、当日第二回本審を終了した後、

第１回専門部会を引き続き開催したいと思っております。第

２回専門部会は、８月３日木曜日 15時 30分から、第３回専門

部会を８月７日月曜日 15時から開催したいと思っておりま

す。その後、第３回専門部会を終了した後に、第三回本審

を、専門部会の審議の時間にもよりますが、遅い時間で大変

申し訳ございませんが、概ね 17時分頃から予定したいと思っ

ております。異議申し出の審議のための第四回本審は、局長

への答申後の公示期間の 15日間を勘案いたしますと、異議申

し出の締切日が８月 22日火曜日となります。８月 23日水曜日
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委  員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清山会長  

10時から予定したいと思っております。  

以上、今後の審議内容にもよりますが、予定しております

審議の日程とさせていただきます。なお、会場は、全てこの

場所となっております。以上です。  

 

はい、ありがとうございます。日程について、よろしいで

しょうか。  

 

（了承の声）  

 

大変お忙しい中で、８月の第一週から二週目の最初の７日

にかけまして、皆様スケジュールを確保するのにご苦労され

ていると思いますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。続きまして、事務局から関係労使の意見聴取の取り扱

いについて、説明をしていただいてその上で意見聴取を例年

どおり行うかどうかということについて、お話ししたいと思

います。  

 

本日、茨城県最低賃金改正の諮問をさせていただきました

が、改正にあたっては、最低賃金法第 25条５項に基づき、関

係労使の意見を聴くことになっておりますので、その公示を

本審議会のあとに行う予定です。意見については、文書をも

って提出していただく旨の公示を行いますが、意見はこの場

に出席を求めて聴くことも出来る、とありますので、その取

扱いについては審議会で決定することとなっております。意

見聴取は、次回８月２日開催の第二回本審で行いたいと思っ

ておりますが、準備の都合等もございますので、本日この審

議会においてお決めいただきたいと思っております。よろし

くお願いします。  

 

昨年度は、 13団体から意見書の提出がありまして、目安
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清山会長  

 

 

 

 

 

 

川野室長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清山会長  

伝達の審議会で、ご希望のところは意見聴取をいたしまし

た。例年どおりしたいと思いますけれど、いかがでしょう

か。  

 

（了承の声）  

 

それでは、労使ともに例年どおり意見聴取の希望がある

ところは、聴取したいということですので、そのようにい

たしたいと思います。  

私がいただいている議題につきましては、ここまでかと

思 い ま す け れ ど も 、 事 務 局 の 方 で 追 加 議 案 等 あ り ま し た

ら、よろしくお願いします。  

 

連 絡 事 項 に な り ま す が 、 特 定 最 低 賃 金 の 関 係 に な り ま

す。本年２月 28日付けで労働者側から、特定最低賃金の改

正にかかる意向表明が行われております。特定最低賃金額

の改正の申出書については、遅くとも、今月、７月中旬く

らいまでに提出のほどよろしくお願いいたします。また、

お願い事で恐縮ですが、県最賃の審議が終了しましたら、

本年度の特定最賃の審議に移行したいと思っております。

特定最賃の改正の必要性の諮問前で誠に恐縮ではあります

が、委員の皆様のスケジュールの確保や会場の確保など円

滑な審議会運営を図る関係から、委員の皆様方に第五回か

ら第八回本審にかかる日程調整をさせていただきました。

また、９月下旬から 10月末に開催を予定しております特賃

専門部会の日程につきましては、概ね８月下旬頃から、日

程 調 整 を さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す の で 、 ご 理 解 の

上 、 ご 対 応 を ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 以 上 で

す。  

 

はい、ありがとうございました。ただ今のご説明でよろ
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大森委員  

 

澤畑委員  

 

清山会長  

 

 

 

 

 

しいでしょうか。特賃の方のスケジュールが遅れるのは、

委員の方が新しく変わる可能性があるから、８月の終わり

く ら い か ら で な い と 日 程 調 整 に 入 れ な い と い う こ と で し

た。皆さん大変だと思いますけれども、調整にご協力くだ

さいますようお願いいたします。  

それでは、他に労使の方からございますか。よろしいで

すか。  

 

大丈夫です。  

 

はい。  

 

それでは、以上をもちまして、第一回茨城地方最低賃金

審議会を終了いたします。次回の第二回茨城地方最低賃金

審議会は、８月２日水曜日午前 10時からこの会議室で開催

いたします。ご出席をよろしくお願いいたします。皆様、

本 日 は ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 お 疲 れ さ ま で し

た。  

 

 

 


